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伊方発電所第３号機炉内出力分布測定における 

制限値超過他３件にかかる報告書の提出について 

 

 

 平成15年8月に発生しました伊方発電所第３号機炉内出力分布測定における

制限値超過他３件につきまして、その後の調査結果がまとまりましたので、安

全協定第 11 条第２項に基づき、別添のとおり報告いたします。 

 

今後とも伊方発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導

賜りますようお願い申しあげます。 

 

なお、平成 15 年 8 月 22 日に発生しました伊方発電所第２号機補助蒸気配管

からの漏えいにつきましては、現在、原因調査等を行っており、結果がまとま

りましたら報告いたします。 

 

以 上 

              



 

 

 

 

 

 

 

伊方発電所第３号機 
 

タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機 
 

の不具合について 
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１．件 名 

伊方発電所第３号機 

タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の不具合について 

 

２．事象発生の日時 

平成１５年８月１５日 ８時４１分（警報発信） 

 

３．事象発生の設備        

タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機 

 

４．事象発生時の運転状況 

通常運転中（出力９２８ＭＷ） 

 

５．事象の概要 

伊方発電所第３号機は、通常運転中のところ、平成１５年８月１５日８時 

４１分、タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の異常を示す警報が発信

し、当該ガス抽出機が自動停止した。 

調査の結果、当該ガス抽出機の電動機のファン側ベアリングに不具合が発生

したことにより、負荷が増加し保護装置が作動したことが判明した。 

このため、電動機のベアリングを新品に取り替え、試運転状態に異常がない

ことを確認し、同日１７時３０分通常状態に復旧した。 

  なお、本事象によるプラントの運転への影響及び周辺環境への放射能の影響

はなかった。                      （添付資料－１） 

 

６．事象の時系列 

８月１５日 

８時４１分   中央制御室に下記警報が発信 

 ｢Ｔ ＦＷＰ油系統｣ 

｢Ｔ ＦＷＰ油清浄器ガス抽出機トリップ｣ 

８時４７分頃  タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の保護装 

置が作動していることを確認 

９時１０分頃  ガス抽出機関連設備の点検開始 

    １２時１２分頃  ガス抽出機電動機のファン側ベアリングの損傷を確認

～１６時３０分頃 ガス抽出機の電動機のベアリングを新品に取り替えて、    

単体試運転実施 

ガス抽出機の組み立て及び関連設備の点検終了 

１６時３８分    ガス抽出機の試運転開始 

      １７時３０分   ガス抽出機の試運転終了し、通常状態に復旧 
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７．調査結果 

（１）現地調査 

   タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の保護装置が作動していたこと

から、当該ガス抽出機及び保護装置について以下の調査を実施した｡ 

  ａ．当該ガス抽出機の調査 

  （ａ）分解前調査 

     当該ガス抽出機を手動により電動機の回転軸を回転させたところ、重たく

ほとんど回転しなかった｡ 

  （ｂ）分解調査 

  ガス抽出機を分解し、各部の調査を行った結果は、以下のとおりであった。 

ⅰ）電動機 

ファン側ベアリング（密封軸受＊）に以下の損傷が認められた｡ 

・ ベアリング内の玉を均等に配置している保持器が損傷するとともに、

破片がベアリング内に散乱していた。 

・ 玉表面及び内輪、外輪の軌道面に微小な傷が認められた。 

また、ベアリングに封入されていた潤滑グリスは、分解時にはベアリン

グ外に漏出した状況であった。 

なお、反ファン側ベアリング、固定子、回転子等その他の構成部品につ

いての異常は認められなかった｡          （添付資料－２） 

 

    ⅱ）ファン 

  傷等の異常は認められなかった｡ 

  ＊密封軸受 

    軸受製造時にあらかじめ潤滑用グリスを封入し、側面に取り付けたシ

ールドによりグリスを密封した軸受 

 

（ｃ）巻線抵抗及び絶縁抵抗測定 

  電動機の巻線抵抗及び絶縁抵抗を測定した結果、何れも管理値を満足して 

おり異常は認められなかった｡ 

 

（ｄ）保護装置の調査 

  過負荷検知回路の動作確認試験を行った結果、異常は認められなかった｡ 

 

以上のことから、当該ガス抽出機は電動機のファン側ベアリングが焼き付き、

負荷が増加したことから、保護装置が作動して停止したものと考えられる。 

 

（２）保守状況の調査 

      当該電動機については、ベアリングの寿命（約３万時間）を考慮し、３定期検

査毎に分解点検をすることとしている。至近では平成１１年１１月の定期点検に

おいて分解点検を行い、分解点検に伴う消耗品としてベアリングを交換していた。 

なお、次回は平成１５年９月から始まる３号機第７回定期検査において分解点

検を実施する予定であった。 
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８．推定原因 

   当該ガス抽出機の電動機のファン側ベアリング焼き付きにより負荷が増加し、

保護装置が作動して当該ガス抽出機が自動停止した。 

   当該ベアリングが焼き付いた原因としては、ベアリング製造時の個体差に起因

した要因により、通常よりも早く、ベアリングの寿命に到達したものと推定され

る｡ 

       

９．対 策 

当該ガス抽出機の電動機のベアリングを新品に取り替えた後、試運転を行い、

運転状態に異常がないことを確認した。 

 

                                以  上 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

添 付 資 料 
 
 
添付資料－１ 伊方発電所第３号機タービン動主給水ポンプ油系統概略図 
 
添付資料－２ タービン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機の調査結果 
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ビン動主給水ポンプ油清浄器ガス抽出機ータ の調査結果

概略構造図




